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再生可能エネルギーの固定価格買取制度について 

 
資源エネルギー庁 省エネルギー・新エネルギー部  
新エネルギー対策課 再生可能エネルギー推進室  

 
昨年８月２６日に成立した「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する

特別措置法」に基づき、太陽光発電、風力発電、バイオマス発電等の再生可能エネルギー

により発電した電気を国が定めた価格・期間で電気事業者が買い取ることを義務付ける制

度が、７月１日から施行されました。 

以下、制度を紹介しますが、紙面の関係で概要のみの紹介となりますので、詳細につい

ては、以下のサイトをご覧ください。 

（ h t t p : / / w w w . e n e c h o . m e t i . g o . j p / s a i e n e / k a i t o r i / i n d e x . h t m l） 

 

再生可能エネルギーの固定価格買取制度（概要） 

 

 

（１）買取対象 

実用化された再生可能エネルギーである太陽光発電、風力発電、中小水力発電（３万

ｋＷ未満に限る。）、地熱発電、バイオマス発電を買取対象としています。 

 
（２）固定価格買取の範囲 

１０ｋＷ未満の小規模な太陽光発電については、余剰電力の買取りとしますが、メガ

ソーラーなどの事業用太陽光発電をはじめとしたその他の発電設備については、発電設

備で消費される電力を除いた全量の買取りが基本となります。 
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（３）買取価格及び買取期間 
再生可能エネルギー源の種別、設置形態、規模に応じて、関係大臣（農水大臣、国交

大臣、環境大臣、消費者担当大臣）に協議した上で、調達価格等算定委員会（委員は国

会の同意を得た上で任命）の意見に基づき経済産業大臣が告示をします。 

 
（４）費用回収及び負担転嫁 

本制度により、電力部門のエネルギー自給率の向上とグリーン化が進展することや、

買取費用の回収に係る制度を安定的に実施していく観点から、電気事業者が再生可能エ

ネルギー電気の買取りに要した費用は、電力を使用する方々に、電気の使用量に応じて

「賦課金」としてご負担いただくこととしております。 

また、再生可能エネルギーの導入速度は地域間でばらつきがでる可能性があるため、

その負担を調整するための機関を新たに設置します。電気事業者が集めた賦課金は、こ

の費用調整負担機関がいったん回収し、その上で、実際の買取費用に応じて、同機関か

ら交付金という形で、各電気事業者に交付する仕組みとしています。 

 

（５）賦課金の負担水準 

本年度（平成２４年７月から平成２５年３月末まで）の再生可能エネルギー賦課金単

価は、０．２２円/ｋＷｈです。 

なお、本年度については、太陽光発電の余剰電力買取制度に基づく太陽光発電促進付

加金（全国平均０．７円/ｋＷｈ）をあわせてご負担いただくことになるので、標準家

庭（電気の使用量３００ｋＷｈ/月、電気料金約７０００円/月）の負担水準は、全国平

均で８７円/月になります。 

 

（６）東日本大震災の被災者に係る賦課金の免除措置 

以下の要件を満たす東日本大震災の被災者等については、賦課金及び太陽光発電促進

付加金が平成２４年８月分から平成２５年４月分まで免除されます。 

なお、免除額は、標準家庭で８００円程度（８７円×９か月）です。 

 ① 東北地方太平洋沖地震により損害を受けたことについて市町村長等から証明を受け

た施設又は設備に係る電気の契約者（電力会社に対する申出が必要） 

 ② 東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所事故に関して設定された警戒区域、計画

的避難区域、緊急時避難準備区域又は特定避難勧奨地点（既に解除されているものを

含む。以下「警戒区域等」という。）に所在している施設又は設備に係る電気の契約

者（電力会社に対する申出不要） 

③ 警戒区域等が設定された日に警戒区域等に所在していた施設又は設備に係る電気の

契約者又は次に掲げる者（電力会社に対する申出が必要） 

（ⅰ）警戒区域等の設定日に契約者（個人）と同居していた３親等内の親族 

（ⅱ）契約者（個人）と同居している３親等内の親族 

（ⅲ）契約者（個人）の相続人 

（ⅳ）契約者（法人）の合併後の法人又は警戒区域等に所在する施設又は設備に係る事

業の分割承継法人 


